
日本学校ソーシャルワーク学会 会則

第Ⅰ章 総則

第１条 （名称） 本会は、日本学校ソーシャルワーク学会（ )Japanese Society for the Study of School Social Work
と称する。

第２条 （事務所） 本会の事務所は、理事会の指定する場所に置く。

第Ⅱ章 目的及び事業

第３条 （目的） 本会は、学校ソーシャルワークに関する研究、会員相互の連絡と協力、内外の学会等との連携を図

り、子どもの人権と教育及び発達の保障に資することを目的とする。

第４条 （事業） 本会は、前項の目的を達成するため下記の事業を行う。

１．全国大会（研究報告会）の開催

２．学校ソーシャルワーカーの養成に関する取り組み

３．国際的な学術交流及び国内の諸学会等との共同研究の推進

４．研究誌の発行。研究誌にかかる規定は別途定める

５．研究成果にもとづく図書等の刊行

６．その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第Ⅲ章 会員

第５条 （会員の資格） 学校ソーシャルワークに関する研究と実践を行う者は、理事会の承認を得て、本会の会員と

なることができる。

第６条 （入会） 会員になろうとするものは、会員１名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

第７条 （会費） 会員は、総会の定めるところにより会費７，０００円を納めなければならない。既納の会費は返済しな

い。

第８条 （退会） 会員はいつでも理事会の議を経て退会することができる。会費を３年以上滞納した者は、理事会の

議を経て退会したものとみなす。

第９条 （賛助会員） 本会の趣旨に賛同し、本会のために特別な援助をなす団体、または個人は、理事会の議を経

て、本会の賛助会員とすることができる。

第１０条 （会員の権利義務） 会員は次に述べる権利義務をもつこと。

１．会員は、思想・信条の自由、研究方法の自由を尊重しあわねばならない

２．会員は、総会に出席して意見を述べ決議に参加することができる

３．会員は、研究大会において自由研究発表をおこなうことができる

４．会員は、会費納入の義務を負う

第１１条 （プライバシー保護） 会員は研究大会や研究誌において個人情報保護を遵守し、プライバシーの保護に努

める。

第１２条 （除籍等の措置） 会則違反、その他不適当な行為が生じた場合には、理事会の議を経て除籍その他の措

置を講ずる。



第Ⅳ章 機関

第１３条 （役員） 本会に下記の役員を置く。

１．理事９名（うち代表理事１名、副代表理事１名をおく）

２．監事 ２名

第１４条 （理事及び監事の選任） 理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。代表理事、副代

表理事は、理事会において互選する。

第１５条 （任期及び補充） 役員の任期は、３年とする。役員の再任は妨げない。ただし、任期は、最長連続３期まで

とする。

第１６条 （代表理事） 代表理事は、本会を代表する。

第１７条 （副代表理事） 副代表理事は、代表理事に事故がある場合、その職務を代行する。

第１８条 （理事） 理事は理事会を組織し、会務を執行する。

第１９条 （監事） 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第２０条 （総会） 本会の最高議決機関は総会である。代表理事は、毎年１回会員の通常総会を招集しなければな

らない。代表理事が、必要と認めるとき、または会員の３分の１の請求があるときは、臨時総会を開かなければならな

い。

第２１条 （議決） 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第Ⅴ章 会計

第２２条 （経費） 本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入を持ってあてる。

第２３条 （予算及び決算） 本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。

第２４条 （会計年度） 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わるものとする。

第Ⅵ章 会則の変更及び解散

第２５条 本規約を変更し、または本会を解散するには会員の３分の１以上または理事の過半数の提案により、総会

出席会員の３分の２以上の同意を得なければならない。

２００６年４月１日施行

２００７年７月７日改正


